
復興の加速化に向けて 



○ 全壊：約１２万戸 
○ 地震・津波・原発による広域・複合災害 
○ 主な住宅再建方法 
  ・ 移転を伴う再建 
  ・ 地盤の嵩上げを基本とした現地での再建 
  ・ 移転もしくは現地での再建 
○ 過疎化・高齢化が進んでいる地域での災害 

○ 全壊：約１０万戸 
○ 直下型地震による災害 
○ 主な住宅再建方法 
  ・ 現地での再建 
  ・ 住み替えもしくは現地での再建 
 
○ 都市部での災害 

東日本大震災の概要 

（１） 規模 

（２） 被害（Ｈ２６．１．１０現在） 

○ 平成２３年３月１１日１４時４６分に三陸沖にて発生 
○ 我が国の観測史上最大規模の地震（マグニチュード９．０／最大震度７）  

○ 人的被害 
  ・ 死者        １５，８８４名 
  ・ 行方不明   ２，６４０名 
  ・ 負傷者   ６，１５０名 
  ・ 震災関連死※  ２，９１６名 

○ 建築物被災 
  ・ 全壊  １２６，６３１戸 
  ・ 半壊  ２７２，６５３戸 
  ・ 一部損壊  ７４３，４９２戸 
    

※災害弔慰金の支給等に関する法律等を参考に集計（Ｈ２５．９．３０現在） 

（３） 阪神淡路大震災との比較 

 東日本大震災  阪神・淡路大震災 
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１．住宅再建・復興まちづくり 

がれき処理 
計画策定 

○ がれき処理             処理割合※   ３４％ →   ９４％  （Ｈ２４．１１ →Ｈ２５．１０） 

○ 防災集団移転       大臣同意      ８１％ → １００％ （Ｈ２４．１２→Ｈ２５．１１） 着工   ６４％（Ｈ２５．１１）   

○ 土地区画整理       事業化      ２７％ →   ９４％ （ Ｈ２４．１２ →Ｈ２５．１１） 着工   ６５％（Ｈ２５．１１）  
○ 漁業集落防災強化    事業費措置  ３９％ →   ９７％ （Ｈ２４．１１ →Ｈ２５．１１） 着工   ５０％（Ｈ２５．１１） 

（１） 復興のステージ 

○ 復興大臣の下に住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォースを設置し、加速化
措置を第４弾まで取りまとめ 

  ・ 防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化や土地収用手続きの効率化等 
  ・ ＣＭ方式の導入や被災地の公共工事労務単価を改訂（２１％の引き上げ） 
  ・ 復興ＪＶの導入や発注ロットの大型化、技術者の効率活用 
  ・ 通常半年以上を要した財産管理制度の手続きを最短で３週間に短縮 
○ 全国の自治体からの職員派遣や、復興庁による公務員ＯＢや民間実務経験者、青年海外協

力隊帰国隊員の派遣等を実施 
  （被災自治体の不足人員 ８０５人 → １６２人 （Ｈ２５．２ →Ｈ２５．１１）） 
○ 住まいの復興工程表やつちおと情報館（ＨＰに定点観測の写真を掲載）による住宅再建の見

通しや復興の進捗状況の見える化 
○ 消費税率の引上げに伴い、住まいの復興給付金を創設 

用地確保 発注 
入札 

着工 
施工 

（２） 復興の進捗状況（がれき処理・計画策定のステージ → 本格的工事のステージ） 

※国直轄処理地域を除く （３） 取組 
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▲  岩手県大槌町大ヶ口地区 

（災害公営住宅） 

▲  福島県南相馬市南海老地区（防災集団移転促進事業） 3 



２．産業・なりわいの再生と企業連携 

○ 津波被災農地のうち営農再開が可能になった農地 ３８％ → ６３％ （Ｈ２４．１２→Ｈ２５．１２） 

○ 被災３県で水産加工施設のうち業務再開した施設 ６９％ → ７８％ （Ｈ２４．１２→Ｈ２５．９） 

○ グループ補助金による施設の復旧・整備      ５４９グループ（約１万事業者）を支援 （Ｈ２５．１１） 

  （交付先企業の３６．６％が売り上げ状況が震災直前の水準以上まで回復と回答（アンケート）） 
○ 仮設工場・仮設店舗の整備等の支援  ５６８竣工（２，８１４事業者が入居）（Ｈ２５．１１） 

（１） 復興のステージ 

○ 仮設店舗・工場等の整備、中小企業グループ補助金による移設・整備の復旧 
○ 「結の場」による被災企業への経営支援や被災企業と大手企業等とのマッチングを支援 
○ 津波被災地域と福島県を対象とした企業立地補助金の創設（商業施設整備支援を拡充） 
○ 東日本大震災事業者再生支援機構による事業再生支援（二重ローン対策） 
  （被災者からの相談 ８７３件→１，６３６件／支援決定 １０３件→３４２件（Ｈ２４．１２ →Ｈ２５．１２） ） 
○ 官民連携協議会（経団連・同友会・日商工等がメンバー）の設立による企業連携の強化 
○ 加速化措置（第４弾）において、「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」を策定 
○ 福島再生加速化交付金による商工業再開に向けた環境整備 

（２） 復興の進捗状況（仮設における営業再開のステージ → 本設店舗・工場の再建のステージ） 

（３） 取組 

企業立地支援 

企業活動の 
継続・再開 

本設店舗・工場
への移行 

応急的な操業場所の確保 
損壊した施設・設備の復旧 

販路の開拓、商品開発 
二重ローン対策、資金繰り支援 

産業・なりわ
いの再生 

雇用の創出 
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◀復旧したサケの加工施設（岩手県陸前高田市） 

▲営農を再開した農地（仙台市） 

▲福幸きらり商店街（大槌町） 
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３．健康・生活 

（１）復興のステージ 

 
○ 健康・生活支援に関するタスクフォースを設置し、施策パッケージの取りまとめ 
  ・ 仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援 
     → 保健師による巡回保健指導、保健師の確保 
  ・ 子どもに対する支援の強化 
     → 心身のケア相談、安心環境づくり、遊具設置・子育てイベント開催、訪問相談 
  ・ 医療・介護人材の確保 
     → 福祉・介護人材の安定的な参入及び定着促進を図る就職の際の環境整備 
  ・ 恒久住宅の整備と仮設住宅等からの移転に伴う課題への対応 
     → 見守りや交流促進など地域コミィニティの復興支援 
     → コミュニティづくりの基盤を支える交通支援 
  ・ 市町村の業務負担に対する支援の強化 
     → 被災自治体への人的支援、復興人材プラットフォーム構築事業 
 

（３） 取組 

 避難の長期化に伴う健康面を中心とした影響 生活定着までの様々な不自由 

避難所での 
生活 

仮設住宅 
での生活 

災害公営住宅 
等での生活 

本格的な住宅再建 

（２） 復興の進捗状況 

○ 被災者の見守りやケア等の活動を行う「復興支援員」 ７８名（７団体）  
○ 介護等のサポート拠点 １１７箇所（Ｈ２５．７） 
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▲仮設住宅での健康支援活動 ▲交流場所でのコミュニティ支援 ▲地域公共交通の確保 

▲介護等のサポート拠点 ▲スクールカウンセラー 
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４．福島の再生・復興 

避難指示区
域の見直し 

（１） 復興のステージ 

○ 福島ふるさと復活プロジェクト 
  ・ 地域の希望復活応援事業（原子力被災１２市町村等と約４３億円の契約を締結） 
  ・ コミュニティ復活交付金（復興公営住宅２，３７４戸分の交付金を配分） 
  ・ 子ども元気復活交付金（運動施設３３カ所、遊具の更新５１７ヶ所を採択） 
○ 平成２６年度予算案では上記予算を一括化し、拡充した福島再生加速化交付金を新設 
  ・ 長期避難者への対応から早期帰還のための復興拠点の整備等の施策までを一括支援 
  ・ 対象事業に復興拠点整備など６分野を追加、地元ニーズへより柔軟に対応 
○ 施策パッケージ等（福島特有の課題に省庁横断的に対応） 
  ・ 早期帰還・定住プラン  ・ 原子力災害による被災者支援施策パッケージ／基本方針 
  ・ 除染・復興加速のためのタスクフォースによる中間報告 
  ・ 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォースによる対策パッケージ 

生活環境整備 
帰還準備 

避難指示
の解除 

帰還の実現 
新生活開始 

（２） 復興の進捗状況（区域見直しのステージ → 本格的な帰還環境整備・帰還準備のステージ） 

（３） 取組 

長期避難生活 

○ 避難指示区域見直しの完了（平成２５年８月） 
○ 復興の前提となる原子力損害賠償、除染・中間貯蔵、廃炉・汚染水対策 
   ・ 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（平成２５年１２月閣議決定） 
    ・ 住宅賠償、精神的損害等について取りまとめた中間指針第四次追補決定（平成２５年１２月） 
    ・ 除染の進捗状況の総点検（平成２５年９月） → 除染の計画の見直し（平成２５年１２月） 
    ・ 中間貯蔵施設の設置要請、施設案の提示（平成２５年１２月） 
    ・ 廃炉・汚染水対策への万全な対応 
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        ９ 

 福島県の状況 （避難指示区域） 

Fukushima 

Tokyo 

Sendai  

Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant ● 

広野町 

伊達市 

いわき市 

飯舘村 

楢葉町 

川内村 

田村市 

川 
俣 
町 

帰還困難区域 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域 

計画的避難区域 
 

大熊町 
 

南相馬市 

富岡町 

浪江町 葛尾村 

双葉町 

20km 

● 



▲スマイルキッズパーク（福島県本宮市） 10 



５．新しい東北の創造 

（１） 新しい東北の５本柱 

○ 先駆的な取り組みを加速するための先導モデル事業の創設（２５年度は６６案件を採択） 
○ 人材等を企業等から現地に派遣するためのプラットホームの構築 
○ 事業パートナー発掘や販路確保等の支援の仕組みづくり 
○ 情報の共有・交換を行う「官民連携推進協議会」の設立 
○ 地域課題の解決に向けた『新しい東北』住まいのこだわり設計事例集の公表 

（２） 新しい東北の実現に向けて（企業連携の推進） 

（３） 東京オリンピック・パラリンピック 

○ 震災復興を契機として、創造と可能性の地としての「新しい東北」を創造していく 
 （震災前から東北が抱える人口減少や高齢化、産業の空洞化等は日本全体の課題） 

 元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会 

 「高齢者標準」による活力ある超高齢社会 

 持続可能なエネルギー社会（自律・分散型エネルギー社会） 

 頑健で高い回復力を持った社会基盤（システム）の導入で先進する社会 

 高い発信力を持った地域資源を活用する社会 

○ 「新しい東北の創造」では、世界レベルの文武両道を目指していく 
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 新しい東北の創造 

・縁側 

・子どもの遊び場 

・リバイブジャパンカップの大賞 

・ウェブサイト 

・屋内型遊び場 
・プレイリーダー 

12 

被災地での事業化に向けた支援 

官民連携推進協議会 子どもや高齢者に配慮したコミュニティ 

地域コミュニティに配慮した住まいづくり 
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